
～ 2024年「医師の働き方改革」施行に備えて～

広島県

医療勤務環境改善支援センター

※ﾃﾞｰﾀ等 詳細については、
必ず最新のﾃﾞｰﾀ等ご確認く
ださい。転載・転写、録音等
はご遠慮ください。
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アドバイザー研修会安里企画官資料、2020.8/27、https://www.jmar-form.jp/ikisapoadv.htmlより抜粋



厚生労働省、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf



広島県医療勤務環境改善支援ｾﾝﾀｰﾆｭｰｽﾚﾀｰ 2016年春号より、抜粋・編集





厚生労働省、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf



厚生労働省、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋https://ww.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf



①残業時間の上限を規制します

年間６か月まで

特別条項
上限なし

１年間＝１２か月

大臣告示による上限
（行政指導）

１か月４５時間
１年３６０時間

法定労働時間
１日８時間

１週４０時間

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間
・月100時間未満

法定労働時間
１日８時間

１週４０時間

法律による上限(原則)
１か月４５時間
１年３６０時間

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法律上は、残業時間の上限があ
りませんでした（行政指導のみ）。

法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなくなり
ます。

（現在） （改正後）

施行：2019年4月1日～ ※中小企業は2020年4月1日～

→違反の場合は罰則適用
15



広島県医療勤務環境改善支援ｾﾝﾀｰﾆｭｰｽﾚﾀｰ 2021秋号より抜粋、編集



210609，全国勤務環境改善担当課長会議資料より抜粋


